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（２）　職員給与費の状況（普通会計予算）
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（注）　　１

2

（３）　ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

給 与 費
区分

17年度

給与費は当初予算に計上された額である。

計　　　Ｂ

730,155千円

１１，２０６人

歳出額
Ａ

職員手当

130人

給 料

487，342千円

５，９００，００５千円

住民基本台帳人口
(16年度末）

49,712千円

旧月夜野町の給与・定員管理等

（１）　人件費の状況（普通会計決算）

実質収支

９３，０６１千円

区分

16年度

人 件 費 率
Ｂ ／ Ａ

16.90%

１ 総括

人 件 費
B

（参考）
15年度の人件費率

18.80%

一人当たり給与費
Ｂ／Ａ

5，616千円

９９８，２３７千円

職員数
Ａ

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

月夜野町 類似団体平均 全国町平均

期末・勤勉手当

193,1012千円

職員手当には退職手当を含まない。
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① 一般行政職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
３６７，８００円
３６６，７００円

３７２，５６４円
３５８，８４４円

② 技能労務職

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

２５５，５００円

２５３，６００円

２４２，５００円

２４２，５００円

　－　 円

　－　 円

１６３，３００円

１６３，３００円

２７２，２７９円

２６３，７５２円

③ 教育職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

（注）　　　１

2 　　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当
などの諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであり、地方
公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれて
いないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

－　 円 ４２７，２４５円

３１６，３５０円

３０１，０００円

国

類  似
団  体

４１．９歳

類似団体

民間事業者平均

２５１，２００円

２３７，７５０円

－　 円

１６０，２００円

３４１，３１５円

４７．９歳

４８．１歳

４７．９歳

４７．５歳

２８５，００８円

２５２，０２３円

３１９，２５１円

月夜野町 ３９．４歳 ２９６，７００円

５０．７歳

うち 用務員

うち 清掃職員

うち 学校給食員

５３．１歳

－　 歳

３２７，８３７円

国

類  似
団  体

４０．３歳 ３２９，７２８円

　　「平均給料月額」とは、平成１７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である 。

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　（平成１７年４月１日現在）

４２．３歳 ３２７，５００円月夜野町

     区       分

月夜野町

３８２，０９２円

４２．６歳
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初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料

大 学 卒 １６６，５００円 １８４，４００円 １７０，７００円 １８４，４００円

高 校 卒 １４３，３００円 １５４，３００円 １３８，８００円 １４８，５００円

高 校 卒 １４０，７００円 １５１，５００円 －　 円 －　 円

中 学 卒 １２８，１００円 １３６，０００円 －　 円 －　 円

経験年数 12年 経験年数 17年 経験年数 22年

大 学 卒 ２７３，７００円 －　 円 ３６０，７００円

高 校 卒 ２４４，６００円 ２６３，０００円 ３３１，９００円

高 校 卒 ２０２，０００円 ２２４，９００円 ２７２，９００円

中 学 卒 －　 円 －　 円 ２５６，７００円

一般行政職

技能労務職

一般行政職

技能労務職

２ 空欄は経験年数の階層に該当者無し。

（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　（平成１７年４月１日現在）

区 分

（注）１ 一般行政職大学・高校卒 経験年数１２年階層は１０年～１５年、１７年は１５年～２０年、
２２年は２０年～２５年の平均値。

（２）　職員の初任給の状況　（平成１７年４月１日現在）

区 分
月夜野町 国
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区 分 職員数 構成比

（注）　　　　１
2

100% 8級 1.1%

3級 21.8%

平成17年構成 1年前の構成比

3 一般行政職の級別職員数等の状況

10%

0%

50%

40%

30%

20%

90%

80%

70%

60%

11.8%

21.2%

5.9%

5.9%

１０人

１８人

５人

５人

月夜野町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である 。

1.1%

9.4%

25.9%

18.8%

１人

８人

２２人

１６人

標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（１）　一般行政職の級別職員数の状況　　（平成１７年４月１日現在）

７ 級

６ 級

５ 級 係長・係長代理

係長・係長代理・主任

主任・主事

８ 級

４ 級

標準的な職務内容

特に重要な業務を所掌する課長並び
に同等の職務で長が定める職務

課長・参事・館長・所長・同等の職務

参事・館長・課長補佐・相当する職務

主事

主事補

３ 級

２ 級

１ 級

2級 5.9%

1級 5.9%

8級 1.1%

7級 9.4%

6級 25.9%

5級 18.8％

8級 1.1%
7級 9.3%

6級 22.1%

4級 11.8%

2級 5.8%

1級 4.6%

5級 19.7％

4級 12.7%

3級 24.7%
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全 職 種

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

３．０月分 １．４月分 ３．０月分 １．４月分

（　１．６　）月分 （　０．７　）月分 （　１．６　）月分 （　０．７　）月分

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続 20年 ２１．００月分 ２７．３０月分 勤続 20年 ２１．００月分 ２７．３０月分

勤続 25年 ３３．７５月分 ４２．１２月分 勤続 25年 ３３．７５月分 ４２．１２月分

勤続 35年 ４７．５０月分 ５９．２８月分 勤続 35年 ４７．５０月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算額 その他の加算額

（２％～ ２０％加算 ） （２％～ ２０％加算 ）

１人当たり平均支給額 千円 １７，６２１千円

２人

1.4%

１４０人

２人

1.4%

月夜野町 国

（退職時特別昇給 2号（勧奨のみ））

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

定年退職前早期退職特例措置 定年退職前早期退職特例措置

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　（２）　退職手当　（平成１７年４月１日現在）　

・役職加算 ５　～　１５％ ・役職加算 ５　～　２０％

・管理職加算 １０　～　２５％

１人当たり平均支給額（１６年度）

(１６年度支給割合) (１６年度支給割合)

(加算措置の状況) (加算措置の状況)

１，５５３千円
－

　　　（１）　期末手当・勤勉手当

月夜野町 国

比 率
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

4 職員の手当の状況

区 分

（２）　昇給期間短縮の状況

職 員 数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

普通昇給期間（１２～２４月）を短縮
して昇給した職員数 ↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

職 員 数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

普通昇給期間（１２～２４月）を短縮
して昇給した職員数 ↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

比 率
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

１５ 年度

１６ 年度

１４２人
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支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価

４時間以上 ７００円

４時間未満 ５００円

２時間未満 ３００円

日額 ５００円

扶養手当 同じ 無 １６，８０７千円 １２７，３００円

住居手当 同じ 無 ３，９２５千円 ２９，７００円

通勤手当 同じ 無 ３，５０３千円 ２６，５００円

管理職手当  同じ 無 ８，２３４千円 ３９２，０００円

休日勤務手当 同じ 無 実績なし 実績なし

管理職員
特別勤務手当

無 実績なし 実績なし

寒冷地手当 同じ 無 ７，４４１千円 ５６，３００円

宿日直手当 同じ 無 ２，０４１千円 １５，４００円

（４）　特殊勤務手当　（平成１７年４月１日現在）　

支給実績 　(１６年度決算) ４２千円

（３）　調整手当　（平成１７年４月１日現在）　

支 給 実 績　（１６年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額 円

※ 制度がないため実績なし。

支給実績
（１６年度決算）

支給職員１人当たり
平 均 支 給 年 額

(１６年度決算)

支給職員１人当たり平均支給年額　（１６年度決算）

手当の名称 主な支給対象業務

６，０００円

職員全体に占める手当支給職員の割合　（１６年度） 5%

手当の種類（手当数）

税務手当 町税賦課のため調査又は相談に面談して従事

４，８８８千円

５７千円

（５）　時間外勤務手当

支給実績　（１６年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

管理職員が臨時又は緊急の必要により
週休日等に勤務した場合１回につき

課長相当職 ８，０００円
課長補佐相当職 ６，０００円

（６）　その他の手当　（平成１７年４月1日現在） 

手 当 名
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

内容及び支給単価

宿直・日直 1回 ４，２００円

夜間特殊勤務手当 水道、消防業務、長が必要と認めたもの
右業務に従事した職員

世帯区分に応じて次ぎのとおり
扶養親族のある職員 １７，８００円
その他世帯主である職員 １０，２００円

  その他の職員 ７，３６０円

１ 配偶者 月額 １３，５００円
２ 配偶者以外の扶養親族

２人まで 月額  ６，０００円
３人目から 月額 ５，０００円
配偶者なし

　　（１人目） …月額１１，０００円
被扶養者配偶者なし

　　（１人目） …月額 ６，５００円

自己所有住宅の場合
月額２，５００円
（新築・購入後５年間のみ）

2～  5km 　　 2,000円
5～10km 4,100円

10～15km  　　 6,500円
15～20km 　　　8,900円
20～25km  　　11,300円
25～30km  　　13,700円
30～35km 　　 16,100円
35～40km  　　18,500円
40～45km  　　20,900円
45～50km  　　21,800円
50～55km  　　22,700円
55～60km  　　23,600円
60～         　　24,500円

給料の月額
課長級 １２％
課長補佐級 １０％
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５ 特別職の報酬等の状況　（平成１７年４月１日現在）　

町 長 ６９７，０００円

助 役 ５５７，０００円

収 入 役 ５２２，０００円

議 長 ２６６，０００円

副 議 長 ２０９，０００円

議 員 １９０，０００円

町 長

助 役

収 入 役

議 長

副 議 長

議 員

　　（算定方式）　　　　　　　　　　　　　　　（支給時期）　　

町 長 任期毎

助 役 任期毎

収 入 役 任期毎

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

平成１６年 平成１７年

議会 2 2

総務 25 25

税務 8 9 1 管理徴収業務の充実 １

民生 13 12 △１ 組織改革に伴う職員減 △１

衛生 10 10

農林水産 10 10

商工 2 2

土木 7 7

小 計 77 77 0 ［参考：類似団体の職員数　　　］

教育 50 48 △2

小 計 ［参考：類似団体の職員数　　　］

水道 5 5

下水道 3 3

その他 8 8

小 計 16 16 0

１４３
［１６０］

１４１
［１６０］

△２
［０］

(注）　　１

2

主な増減理由

合 計

公
営
企
業
等
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

特
別
行
政
部
門

(参考) 類似団体における最高　／　最低額

期末
手当

職員数は一般職に属する職員数である。

［　　］内は、条例定数の合計である。

給料

給料月額×在職年数×300/100

給料月額×在職年数×270/100

部門 区分
職員数 対前年

増減数

区 分

報酬

(１６年度支給割合)

４．３５月分

給 料 月 額 等

９１０，０００円／５７４，０００円

７１０，０００円／５２１，９００円

６３５，０００円／４８９，０００円

３７１，０００円／２３３，０００円

３１１，０００円／１８７，０００円

２８５，０００円／１６８，０００円

(１６年度支給割合)

４．３５月分

退職
手当

６ 職員数の状況

給料月額×在職年数×520/100
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区分
20歳
～

未満

２０歳
～

２３歳

２４歳
～

２７歳

２８歳
～

３１歳

３２歳
～

３５歳

３６歳
～

３９歳

４０歳
～

４３歳

４４歳
～

４７歳

４８歳
～

５１歳

５２歳
～

５５歳

５６歳
～

５９歳
６０歳以上 計

職員数 ０人 ４人 １３人 １３人 １６人 １３人 １１人 １６人 ２４人 １６人 １３人 １人 １４０人

（２）年齢別職員構成の状況　（平成１７年４月１日現在

合併により現在策定中 合併により現在策定中

① 定員適正化目標　（数・率）

計画期間

始期 終期

（３）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

合併により現在策定中

(合併協議にて計画）
　（平成17年10月から10年間で150人程度の削減)

数値目標

合併により現在策定中

② 平成２２年４月１日現在における定員の数値目標
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（注）　　１

2

105

100

（Ｈ１２） （Ｈ１２） （Ｈ１２）
96．5 95．7 96．2

95 （Ｈ１７）
94．3 （Ｈ１７） （Ｈ１７）

92．9 93．7

90

（注）　　　１

2

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

水上町 類似団体平均 全国町平均

6，072千円

期末・勤勉手当

172,219千円

職員手当には退職手当を含まない。

50,040千円

職員手当

職員数
Ａ

111人

給 料

451，791千円

26.30%

計　　　Ｂ

人 件 費
B

（参考）
15年度の人件費率

23.73%

一人当たり給与費
Ｂ／Ａ

旧水上町の給与・定員管理等

（１）　人件費の状況（普通会計決算）

実質収支

９７，８７６千円

区分

16年度

住民基本台帳人口
(16年度末）

５，８３９人

歳出額
Ａ

３，６４９，５１９千円

１ 総括

（３）　ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（２）　職員給与費の状況（普通会計予算）

給 与 費
区分

17年度

給与費は当初予算に計上された額である。

674,050千円

９６０，４４５千円

人 件 費 率
Ｂ ／ Ａ
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① 一般行政職
区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

３８０，７００円
３７７，２００円

３７１，６８４円
３６１，１４２円

② 技能労務職

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

２８４，４００円

２８３，７００円

　－　 円

　－　 円

２３５，３００円

２３５，３００円

　－　 円

　－　 円

２９７，８４１円

２９４，００３円

③ 教育職
区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

（注）　　　１

2

　　「平均給料月額」とは、平成１７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である 。

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　（平成１７年４月１日現在）

４５．１歳 ３５２，０００円水上町

     区       分

水上町

３８２，０９２円

４２．７歳 ３２９，９０２円

国

類  似
団  体

４０．３歳 ３２９，７２８円

４８．５歳

うち 用務員

うち 清掃職員

うち 学校給食員

－　 歳

４４．５歳

水上町 ５０．８歳 ３８７，８００円

３３３，７２２円

－　 歳

４８．１歳

４７．５歳

４７．５歳

２８５，００８円

２８０，３３９円

３１４，８６７円

２６６，４００円

－　 円

２１９，６００円

－　 円

　　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当
などの諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであり、地方
公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれて
いないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

－　 円 ４２７，２４５円

３１６，３５０円

４５０，９００円

国

類  似
団  体

４０．８歳

類似団体

民間事業者平均
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初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料

一般行政職 大 学 卒 １７０，７００円 １８４，４００円 １７０，７００円 １８４，４００円

高 校 卒 １４３，３００円 １５４，３００円 １３８，８００円 １４８，５００円

技能労務職 高 校 卒 １４３，３００円 １５４，３００円 －　 円 －　 円

中 学 卒 －　　　 円 －　　　 円 －　 円 －　 円

経験年数 12年 経験年数 17年 経験年数 22年

一般行政職 大 学 卒 ２７４，２００円 ３２６，４００円 ３６０，７００円

高 校 卒 ２２６，２００円 ２９２，５００円 ３３１，９００円

技能労務職 高 校 卒 － 　  円 － 　  円 ２５５，７００円

中 学 卒 １８０，２００円 － 　  円 ２２８，０００円

（２）　職員の初任給の状況　（平成１７年４月１日現在）

区 分
水上町 国

２ 空欄は経験年数の階層に該当者無し。

（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　（平成１７年年４月１日現在）

区 分

（注）１ 一般行政職大学・高校卒 経験年数１２年階層は１０年～１５年、１７年は１５年～２０年、
２２年は２０年～２５年の平均値。
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区 分 職員数 構成比

（注）　　　　１
2

100%

平成17年構成 1年前の構成比

2級 2.6%2級 1.3%

3級 14.5%

4級 11.9%

5級 7.9%

7級 18.5%

6級 44.7％

7級 17.1%

6級 47.4％

3級 15.8%

4級 7.9%

5級 21.8%

主事

主事・主事補

３ 級

２ 級

１ 級

標準的な職務内容

特に重要な業務を所掌する課長並び
に同等の職務で長が定める職務

課長・室長

課長・室長・参事・課長補佐

標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（１）　一般行政職の級別職員数の状況　　（平成１７年４月１日現在）

７ 級

６ 級

５ 級 係長

係長

困難な業務を行う主事

８ 級

４ 級

０人

１３人

３６人

８人

0.0%

17.1%

47.4%

10.5%

60%

7.9%

15.8%

1.3%

0.0%

６人

１２人

１人

０人

水上町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である 。

3 一般行政職の級別職員数等の状況

10%

0%

50%

40%

30%

20%

90%

80%

70%
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全 職 種

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

３．０月分 １．４月分 ３．０月分 １．４月分

（　１．６　）月分 （　０．７　）月分 （　１．６　）月分 （　０．７　）月分

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続 20年 ２１．００月分 ２７．３０月分 勤続 20年 ２１．００月分 ２７．３０月分

勤続 25年 ３３．７５月分 ４２．１２月分 勤続 25年 ３３．７５月分 ４２．１２月分

勤続 35年 ４７．５０月分 ５９．２８月分 勤続 35年 ４７．５０月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算額 その他の加算額

（２％～ ２０％加算 ） （２％～ ２０％加算 ）

１人当たり平均支給額 千円 ２６，７５４千円

区 分

（２）　昇給期間短縮の状況

職 員 数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

普通昇給期間（１２～２４月）を短縮
して昇給した職員数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

職 員 数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

普通昇給期間（１２～２４月）を短縮
して昇給した職員数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

比 率
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

１５ 年度

１６ 年度

１２２人

　　　（１）　期末手当・勤勉手当

水上町 国

比 率
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

4 職員の手当の状況

１人当たり平均支給額（１６年度）

(１６年度支給割合) (１６年度支給割合)

(加算措置の状況) (加算措置の状況)

１，７２４千円
－

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　（２）　退職手当　（平成１７年４月１日現在）　

・役職加算 ５　～　１５％ ・役職加算 ５　～　２０％

・管理職加算 １０　～　２５％

水上町 国

（退職時特別昇給 2号（勧奨のみ））

（注）　　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

定年退職前早期退職特例措置 定年退職前早期退職特例措置

２人

1.6%

１３１人

２人

1.5%
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支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価

日額 ２５０円

日額 １５０円

日額 １，０００円

一体 ３，０００円

日額 ６００円

日額 ６００円

日額 ５００円

日額 ６００円

日額 １００円

日額 ２００円

日額 １００円

日額 １００円

扶養手当 同じ 無 １６，８０７千円 １２７，３００円

住居手当 同じ 無 ３，９２５千円 ２９，７００円

通勤手当 異

藤原地区加算
10～15Km
3,430円

15～20km
5,520円

20～25km
7,610円

４，５２４千円 ４０，７００円

管理職手当  異 １８，７９８千円 ５３７，０００円

休日勤務手当 同じ 無 実績なし 実績なし

管理職員
特別勤務手当

実績なし 実績なし

寒冷地手当 同じ 無 １１，１３９千円 １００，３００円

宿日直手当 同じ 無 ４７９千円 ４，３００円

夜間緊急的事故に従事した職員

下水道施設の清掃、保守点検等に従事した職員

給食調理に従事した職員

野犬捕獲手当

右業務に従事した職員

滞納整理に面談して従事した職員

町税賦課のため面談して従事した職員

伝染病患者等の防疫等に従事した職員

行路死亡人・病人の救護に従事した職員

ごみ収集等処理作業に従事した職員

除雪等重機運転に従事した職員

保育業務手当 保育業務に従事した職員

公共用地取得の交渉業務に従事した職員

野犬捕獲作業に従事した職員

下水道作業手当

給食調理手当

用地交渉手当

滞納整理手当

税務手当

防疫作業手当

社会福祉業務手当

清掃作業手当

除雪作業手当

夜間特殊業務手当

宿直・日直 1回 ４，２００円

世帯区分に応じて次ぎのとおり
扶養親族のある職員 １７，８００円
その他世帯主である職員 １０，２００円

  その他の職員 ７，３６０円

１ 配偶者 月額 １３，５００円
２ 配偶者以外の扶養親族

２人まで 月額  ６，０００円
３人目から 月額 ５，０００円
配偶者なし

　　（１人目） …月額１１，０００円
被扶養者配偶者なし

　　（１人目） …月額 ６，５００円

自己所有住宅の場合
月額２，５００円
（新築・購入後５年間のみ）

2～  5km 　　 2,000円
5～10km 4,100円

10～15km  　　 6,500円
15～20km 　　　8,900円
20～25km  　　11,300円
25～30km  　　13,700円
30～35km 　　 16,100円
35～40km  　　18,500円
40～45km  　　20,900円
45～50km  　　21,800円
50～55km  　　22,700円
55～60km  　　23,600円
60～         　　24,500円

給料の月額
課長級 ６％
課長補佐級 ５％

管理職員が臨時又は緊急の必要により
週休日等に勤務した場合１回につき

課長相当職 ６，０００円
課長補佐相当職 ５，０００円

（６）　その他の手当　（平成１７年４月1日現在） 

手 当 名
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

内容及び支給単価

１１，２５３千円

１０１千円

（５）　時間外勤務手当

支給実績　（１６年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

※ 制度がないため実績なし。

支給実績
（１６年度決算）

支給職員１人当たり
平 均 支 給 年 額

(１６年度決算)

支給職員１人当たり平均支給年額　（１６年度決算）

手当の名称 主な支給対象業務

職員全体に占める手当支給職員の割合　（１６年度） 5%

手当の種類（手当数）

（３）　調整手当　（平成１７年４月１日現在）　

支 給 実 績　（１６年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額 円

（４）　特殊勤務手当　（平成１７年４月１日現在）　

支給実績 　(１６年度決算) 157千円
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５ 特別職の報酬等の状況　（平成１７年４月１日現在）　

町 長 ６００，０００円

助 役 ５００，０００円

収 入 役 ４７０，０００円

議 長 ２２０，０００円

副 議 長 １８０，０００円

議 員 １６０，０００円

町 長

助 役

収 入 役

議 長

副 議 長

議 員

　　（算定方式）　　　　　　　　　　　　　　　（支給時期）　　

町 長 任期毎

助 役 任期毎

収 入 役 任期毎

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

平成１６年 平成１７年

議会 2 2

総務 21 22 1 合併協議会の業務増 １

税務 11 9 △2 事務の統合・兼務 △２

民生 27 29 2 保育園児増員による業務増  ２

衛生 11 12 1 臨時清掃夫を新規採用 １

農林水産 5 4 △１ 農業委員会兼務による減  △１

商工 6 6

土木 8 9 1 臨時運転技手を新規採用 １

小 計 91 93 2 ［参考：類似団体の職員数　　　］

教育 17 17

小 計 17 17 ［参考：類似団体の職員数　　　］

水道 3 3

下水道 6 6

その他 5 4 △１ 事務の統合・兼務 △１

小 計 14 13 △１

１２２
［１３３］

１２３
［１３３］

１
［１３３］

(注）　　１

2

区 分

報酬

(１６年度支給割合)

４．３５月分

給 料 月 額 等

８７０，０００円／５５２，８００円

７１０，０００円／４６３，０００円

６３５，０００円／４３６，０００円

(参考) 類似団体における最高　／　最低額

期末
手当

主な増減理由

合 計

公
営
企
業
等
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

特
別
行
政
部
門

部門 区分
職員数 対前年

増減数

給料

６ 職員数の状況

職員数は一般職に属する職員数である。

３０３，０００円／１３１，９００円

２８４，０００円／１１６，４００円

３５２，０００円／１９２，４００円

(１６年度支給割合)

４．３５月分

［　　］内は、条例定数の合計である。

退職
手当

給料月額×在職年数×520/100

給料月額×在職年数×300/100

給料月額×在職年数×270/100

15 / 24



2006/3/30

区分
20歳
～

未満

２０歳
～

２３歳

２４歳
～

２７歳

２８歳
～

３１歳

３２歳
～

３５歳

３６歳
～

３９歳

４０歳
～

４３歳

４４歳
～

４７歳

４８歳
～

５１歳

５２歳
～

５５歳

５６歳
～

５９歳
６０歳以上 計

職員数 ０人 １人 ０人 ９人 １４人 １７人 １４人 １４人 １５人 １８人 ２０人 ０人 １２２人

（３）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

（２）年齢別職員構成の状況　（平成１７年４月１日現在）

合併により現在策定中

(合併協議にて計画）
（平成17年10月から10年間で150人程度の削減）

数値目標

合併により現在策定中

② 平成２２年４月１日現在における定員の数値目標

合併により現在策定中 合併により現在策定中

① 定員適正化目標　（数・率）

計画期間

始期 終期
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（１）　人件費の状況（普通会計決算）

（２）　職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）　　１

2

105

100
（Ｈ１２）

97.1 （Ｈ１２）

95.5

95 （Ｈ１７）
（Ｈ１７） 94.2 （Ｈ１７）

92.4 93．7

90

（注）　　　１

2

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

（３）　ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

給 与 費
区分

17年度

給与費は当初予算に計上された額である。

779,174千円

職員数
Ａ

旧新治村の給与・定員管理等

実質収支

９３，０６１千円

区分

16年度

住民基本台帳人口
(16年度末）

７，５０６人

歳出額
Ａ

４，６３７，２１２千円

1１５人

給 料

447，227千円

職員手当

９６３，７５５千円

人 件 費 率
Ｂ ／ Ａ

20.78%

計　　　Ｂ

人 件 費
B

（参考）
15年度の人件費率

19.94%

一人当たり給与費
Ｂ／Ａ

6,775千円

１ 総括

（Ｈ１２） 96．2

新治村 類似団体平均 全国町平均

期末・勤勉手当

181,552千円

職員手当には退職手当を含まない。

150,395千円
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① 一般行政職
区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

３８８，０００円
３７６，２００円

３７１，６８４円
３６１，１４２円

② 技能労務職

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

３１３，１００円

２９９，８００円

　－　 円

　－　 円

　－　 円

　－　 円

　－　 円

　－　 円

２９７，８４１円

２９４，００３円

③ 教育職
区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

（注）　　　１

2

－　 円 ４２７，２４５円

３１６，３５０円

２８２，４００円

－　 円

－　 円

－　 円

２９９，３００円

－　 歳

－　 歳

３２７，９１６円

－　 歳

４８．１歳

４７．５歳

４７．５歳

２８５，００８円

２８０，３３９円

国

類  似
団  体

４０．８歳 ３１４，８６７円

類似団体

民間事業者平均

新治村 ３９．１歳 ２９１，５００円

４９．３歳

うち 用務員

うち 清掃職員

うち 学校給食員

４２．７歳 ３２９，９０２円

国

類  似
団  体

４０．３歳 ３２９，７２８円

　　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当
などの諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであり、地方
公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれて
いないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

　　「平均給料月額」とは、平成１７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である 。

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　（平成１７年４月１日現在）

４４．３歳 ３３５，７００円新治村

区       分

新治村

３８２，０９２円
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初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料

一般行政職 大 学 卒 １６６，５００円 １８４，４００円 １７０，７００円 １８４，４００円

高 校 卒 １４３，３００円 １５４，３００円 １３８，８００円 １４８，５００円

技能労務職 高 校 卒 １３８，８００円 １４８，５００円 －　 円 －　 円

中 学 卒 －　 円 －　 円 －　 円 －　 円

経験年数 12年 経験年数 17年 経験年数 22年

大 学 卒 ２７３，７００円 ３２１，１００円 ３６１，７００円

高 校 卒 ２４２，８００円 ２７２，０００円 ３３７，６００円

高 校 卒 － 　  円 ２７１，４００円 ３０３，４００円

中 学 卒 － 　  円 － 　  円 ２７６，５００円

２ 空欄は経験年数の階層に該当者無し。

（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　（平成１７年４月１日現在）

区 分

一般行政職

技能労務職

（注）１ 一般行政職大学・高校卒 経験年数１２年階層は１０年～１５年、１７年は１５年～２０年、
２２年は２０年～２５年の平均値。

（２）　職員の初任給の状況　（平成１７年４月１日現在）

区 分
新治村 国
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区 分 職員数 構成比

（注）　　　　１
2

100%

90%

80%

70%

60%

5級 21.5％
50%

40%

30% 4級 16.5%

20%

3級 16.5%
10%

平成17年構成 1年前の構成比

5級 17.3％

2級 1.3%
1級 1.3%

6級 32.0%

2級 2.5%
0%

3級 14.8%

4級 21.3%

1.3%

1.3%

8級 2.7% 8級 1.3%

2.7%

9.3%

32.0%

17.3%

1級 1.3%

１ 主事の職務
２ 相当の技能又は経験を必要とする業務に
     従事する者の職務

１ 主事補の職務
２ 定型的な業務に従事する者の職務

３ 級

２ 級

１ 級

新治村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である 。

１ 主任の職務
２ 困難な業務を分掌する主事の職務
３ 高度の技能又は経験を必要とする業務に
     従事する者の職務

１１人 14.8%

課長補佐並びに同等の職務で長が定める
職務

（１）　一般行政職の級別職員数の状況　　（平成１７年４月１日現在）

６ 級

５ 級

１ 困難な業務を分掌する係長の職務で長が
    定める職務
２ 複雑、困難、責任の度合がこれと同程度
     の職務で長が定める職務

８ 級 ２人

７人

２４人

１３人

3 一般行政職の級別職員数等の状況

標準的な職務内容

特に重要な業務を所掌する課長の職務で
長が定める職務

重要な業務を所掌する課長の職務で長が
定める職務

７ 級

7級 9.3% 7級 8.8%

6級 31.6%

４ 級

標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

１人

１人

１ 主任の職務
２ 困難な業務を分掌する主任の職務で長が
    定める職務
３ 特に高度の技能又は経験を必要とする業
     務に従事する者で長が定める職務

１６人 21.3%

20 / 24



2006/3/30

全 職 種

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

３．０月分 １．４月分 ３．０月分 １．４月分

（　１．６　）月分 （　０．７　）月分 （　１．６　）月分 （　０．７　）月分

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続 20年 ２１．００月分 ２７．３０月分 勤続 20年 ２１．００月分 ２７．３０月分

勤続 25年 ３３．７５月分 ４２．１２月分 勤続 25年 ３３．７５月分 ４２．１２月分

勤続 35年 ４７．５０月分 ５９．２８月分 勤続 35年 ４７．５０月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算額 その他の加算額

（２％～ ２０％加算 ） （２％～ ２０％加算 ）

１人当たり平均支給額 千円 ２５，２２１千円

２人

1.7%

１２２人

２人

1.6%

新治村 国

（退職時特別昇給 2号（勧奨のみ））

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

定年退職前早期退職特例措置 定年退職前早期退職特例措置

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　（２）　退職手当　（平成１７年４月１日現在）　

・役職加算 ５　～　１５％ ・役職加算 ５　～　２０％

・管理職加算 １０　～　２５％

１人当たり平均支給額（１６年度）

(１６年度支給割合) (１６年度支給割合)

(加算措置の状況) (加算措置の状況)

１，６４１千円
－

　　　（１）　期末手当・勤勉手当

新治村 国

比 率
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

4 職員の手当の状況

区 分

（２）　昇給期間短縮の状況

職 員 数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

普通昇給期間（１２～２４月）を短縮
して昇給した職員数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

職 員 数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

普通昇給期間（１２～２４月）を短縮
して昇給した職員数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

比 率
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

１５ 年度

１６ 年度

１１６人
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支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価

日額 800円

日額 6,500～8,500円

日額 ３００円
深夜600円 その他400
円 2時間未満300円

月 3,000円

月 3,000円
有償バス 月 5,000円

扶養手当 同じ 無 １６，８９９千円 １５６，４００円

住居手当 同じ 無 １，５７２千円 １４，５００円

通勤手当 同じ 無 ３，３４１千円 ３０，９００円

管理職手当  同じ 無 １４，２１４千円 ４７３，８００円

休日勤務手当 同じ 無 実績なし 実績なし

管理職員
特別勤務手当

無 ２７９千円 ９，３００円

寒冷地手当 同じ 無 ７，０１３千円 ６４，９００円

宿日直手当 同じ 無 ２，２５５千円 ２０，８００円

感染症等防疫作業手当 感染症等の防疫作業に従事

特殊自動車の運転に従事

除雪作業に従事

保育業務に従事保育業務手当

除雪作業手当

夜間特殊勤務手当

特殊自動車運転手当

右業務に従事した職員

（４）　特殊勤務手当　（平成１７年４月１日現在）　

支給実績 　(１６年度決算) ７６０千円

（３）　調整手当　（平成１７年４月１日現在）　

支 給 実 績　（１６年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額 円

※ 制度がないため実績なし。

支給実績
（１６年度決算）

支給職員１人当たり
平 均 支 給 年 額

(１６年度決算)

支給職員１人当たり平均支給年額　（１６年度決算）

手当の名称 主な支給対象業務

９５，０００円

職員全体に占める手当支給職員の割合　（１６年度） 7%

手当の種類（手当数）

夜間の道水路及び水道施設の維持修繕に従事

自動車の運転業務手当 自動車の運転業務に従事

１２，５８８千円

１１６千円

（５）　時間外勤務手当

支給実績　（１６年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

手 当 名
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

内容及び支給単価

宿直・日直 1回 ４，２００円

世帯区分に応じて次ぎのとおり
扶養親族のある職員 １７，８００円
その他世帯主である職員 １０，２００円

  その他の職員 ７，３６０円

１ 配偶者 月額 １３，５００円
２ 配偶者以外の扶養親族

２人まで 月額  ６，０００円
３人目から 月額 ５，０００円
配偶者なし

　　（１人目） …月額１１，０００円
被扶養者配偶者なし

　　（１人目） …月額 ６，５００円

自己所有住宅の場合
月額２，５００円
（新築・購入後５年間のみ）

2～  5km 　　 2,000円
5～10km 4,100円

10～15km  　　 6,500円
15～20km 　　　8,900円
20～25km  　　11,300円
25～30km  　　13,700円
30～35km 　　 16,100円
35～40km  　　18,500円
40～45km  　　20,900円
45～50km  　　21,800円
50～55km  　　22,700円
55～60km  　　23,600円
60～         　　24,500円

給料の月額
課長級 １５％
課長補佐級 １０％

管理職員が臨時又は緊急の必要により
週休日等に勤務した場合１回につき

課長相当職 ８，０００円
課長補佐相当職 ６，０００円

（６）　その他の手当　（平成１７年４月1日現在） 
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５ 特別職の報酬等の状況　（平成１７年４月１日現在）　

町 長 ６８０，０００円

助 役 ５５４，０００円

収 入 役 ５１７，０００円

議 長 ２７５，０００円

副 議 長 ２２０，０００円

議 員 ２００，０００円

町 長

助 役

収 入 役

議 長

副 議 長

議 員

　　（算定方式）　　　　　　　　　　　　　　　（支給時期）　　

町 長 任期毎

助 役 任期毎

収 入 役 任期毎

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

平成１６年 平成１７年

議会 2 2

総務 25 24 △１ 組織改革に伴う職員減 △１

税務 7 6 △１ 組織改革に伴う職員減 △１

民生 15 13 △２ 組織改革に伴う職員減 △２

衛生 9 8 △１ 組織改革に伴う職員減 △１

農林水産 15 14 △１ 組織改革に伴う職員減 △１

商工 4 4

土木 8 7 △１ 組織改革に伴う職員減 △１

小 計 85 78 △７ ［参考：類似団体の職員数　　　　］

教育 23 24 1 業務の充実 １

小 計 23 24 1 ［参考：類似団体の職員数　　　　］

水道 3 4 1 業務の充実 １

交通 1 1

下水道 2 1 △１ 組織改革に伴う職員減 △１

その他 9 9

小 計 15 15 0

１２３
［１５３］

１１７
［１５３］

△６
［１５３］

(注）　　１

2

職員数は一般職に属する職員数である。

［　　］内は、条例定数の合計である。

主な増減理由

合 計

公
営
企
業
等
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

特
別
行
政
部
門

部門 区分
職員数

区 分

報酬

(１６年度支給割合)

４．４０月分

給 料 月 額 等

８７０，０００円／５５２，８００円

７１０，０００円／４６３，０００円

６３５，０００円／４３６，０００円

(参考) 類似団体における最高　／　最低額

期末
手当

３５２，０００円／１９２，４００円

３０３，０００円／１３１，９００円

２８４，０００円／１１６，４００円

給料

対前年
増減数

(１６年度支給割合)

４．４０月分

退職
手当

６ 職員数の状況

給料月額×在職年数×520/100

給料月額×在職年数×300/100

給料月額×在職年数×270/100
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区分
20歳
～

未満

２０歳
～

２３歳

２４歳
～

２７歳

２８歳
～

３１歳

３２歳
～

３５歳

３６歳
～

３９歳

４０歳
～

４３歳

４４歳
～

４７歳

４８歳
～

５１歳

５２歳
～

５５歳

５６歳
～

５９歳
６０歳以上 計

職員数 ０人 ０人 ８人 １１人 １４人 ９人 １３人 ９人 １８人 ２２人 １２人 ０人 １１６人

（２）年齢別職員構成の状況　（平成１７年４月１日現在

合併により現在策定中 合併により現在策定中

① 定員適正化目標　（数・率）

計画期間

始期 終期

（３）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

合併により現在策定中

(合併協議にて計画）
(平成17年10月から10年間で150人程度の削減)

数値目標

合併により現在策定中

② 平成２２年４月１日現在における定員の数値目標
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